
  

  

 

 

 

県営浄水場の排水処理施設のＰＦＩ事業者が決定しました 

～事業者の選定及び客観的評価の結果等を公表します～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

愛知県企業庁では、知多浄水場を始めとする４浄水場※１に続く第２例目と

しまして、豊田浄水場を始めとする６浄水場※２における排水処理施設（浄水

場の水処理過程で取り出された濁り成分を濃縮したうえ、脱水機等で水分を

取り除き固形の土として場外へ搬出するための施設）において、脱水機等で

水分を取り除き、発生した土を搬出する一連の工程を、ＰＦＩ法※３に基づく

事業として実施することを進めています。 

 今回、ＰＦＩ法に基づき事業者の選定を行いましたので、「事業者の選定

及び客観的評価の結果」と「審査講評」を公表します。 

※１ 愛知用水地域の知多、高蔵寺、尾張東部及び上野浄水場 

※２ 三河地域の豊田、幸田、安城、豊橋、豊川(蒲郡(工水))、豊橋南部浄水場 

※３ ＰＦＩ法(略称):｢民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律｣ 

    

１ ＰＦＩ事業の概要 

（１）事業の名称 

「豊田浄水場始め６浄水場排水処理施設整備・運営事業」 

（２）対象浄水場 

三河地域の豊田､幸田､安城､豊橋､豊川(蒲郡(工水))､豊橋南部浄水場 
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○愛知県企業庁では、知多浄水場始め４浄水場排水処理施設整備・運営事業に

続く２例目のＰＦＩ事業です。 

○ＰＦＩ事業者はメタウォーターグループに決定しました。 

○愛知県営浄水場排水処理施設ＰＦＩ事業者選定委員会で審査を行った結果、

性能に関して優れた提案と評価されました。 

○この事業により県企業庁の財政負担縮減額は約３１億円、これを現在価値に

換算すると約７億円となり、現在価値換算後の財政負担縮減率は約７％とな

ります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）対象業務、事業期間及び事業形態等 

  三河地域の水道、工業用水道の６浄水場における汚泥の脱水処理から脱

水により生じる脱水ケーキの処分までの一連の工程を対象とします。 

 ア ＰＦＩ事業範囲（網かけ部分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ＰＦＩ事業範囲（破線内）：汚泥の脱水処理から発生土の有効利用までの一連の工程 
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↓ 汚泥分離 

ろ布洗浄ポンプ 

河川 

（機械脱水の場合）（豊田、幸田、安城、豊橋、豊川浄水場） 
  河川⇒着水井→混和池→フロック形成池→沈殿池→ろ過池→浄水池⇒各受水団体への供給点 
 
  浄水処理 ↑             
  排水処理 ↓                        洗浄排水       排泥 

排水池→排泥池→濃縮槽→脱水機⇒脱水ケーキ処分 
                                       
（天日乾燥の場合）（蒲郡(工水)及び豊橋南部浄水場） 
  河川⇒着水井→混和池→フロック形成池→沈殿池→ろ過池→浄水池⇒各受水団体への供給点 
 
  浄水処理 ↑             
  排水処理 ↓                        洗浄排水       排泥 

排水池→排泥池→天 日 乾 燥 床⇒脱水ケーキ処分 
                                       



 イ  事業期間 

２０年間（平成２３年度から平成４２年度） 

ウ  事業形態 

サービス購入型（民間事業者が県企業庁から汚泥処理施設の整備費と

汚泥引取料として収入を得ることで、ＰＦＩ事業を運営する方式） 

 エ  事業方式 

ＢＴＯ（Build-Transfer-Operate）方式（民間事業者が施設を建設し

たあとに、所有権を県企業庁に移転して維持管理運営を実施する方式） 

 オ 事業者選定方法 

総合評価一般競争入札（価格と性能を総合評価する入札方法）  

 

２ 落札者の決定について 

（１）落札者（選定事業者） 

  メタウォーターグループ 

  （構 成 員）メタウォーター株式会社 

メタウォーターサービス株式会社 

月島機械株式会社 

（協力会社）三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 

（２）落札額 

  金１３，７９０，０００，０００円※ 
   ※事業期間中に県企業庁が事業者に支払うサービス購入料を単純に合計した金額 

（現在価値換算前）であり、消費税及び特別地方消費税額は含みません。 

（３）事業者の選定等 

   愛知県営浄水場排水処理施設ＰＦＩ事業者選定委員会を昨年度から今

年度にかけて計５回開催して提案書の審査等を行い、メタウォーターグ

ループの提案を優秀と認め事業者に選定しました。 

その後、委員会の評定結果をふまえ、県企業庁として本事業の落札者

をメタウォーターグループに選定しました。 

なお、事業者の選定までの詳細については、「事業者の選定及び客観

的評価の結果」及び「審査講評」として、ホームページに掲載します。 

（愛知県営浄水場排水処理施設ＰＦＩ事業者選定委員名簿） 

分   野 氏  名 所 属 ・ 役 職 等 
ＰＦＩ 総 合 

 （委員長） 奥 野
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中京大学理事・総合政策学部長 

技術(環境)実務 
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ふじさわ

 敏 治
としはる 名古屋大学大学院工学研究科マテリアル

理工学専攻材料工学分野教授 
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 愛知県総務部次長 
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た ぐ ち
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 愛知県企業庁技術監 

（４）提案内容の概要 

   事業者から提案された提案内容の概要につきましては、ホームページ

に掲載する「事業者の選定及び客観的評価の結果」の中に示します。 

 

３ 客観的評価の結果について 

本事業による、県企業庁が直接実施する場合に比べた実質負担縮減額

は約３１億円、これを現在価値に換算※すると約７億円となり、現在価

値換算後の財政負担縮減率は約７％となります。 
※将来における金銭の価値を現在の価値に換算すること。例えば、現時点の1億円と20年後の1億
円とでは価値が異なるため、この2つの価値を比較する際、20年後の1億円が現時点でいくらに
なるかの換算が必要となる。国の定めるガイドラインにより、ＰＦＩ事業による公的財政負担
縮減率の算定は現在価値に換算して評価することとされている。 

 

４ その他 

（１）ＰＦＩ法第７条及び第８条に基づく、「事業者の選定及び客観的評価

の結果」の公表につきましては、ホームページを参照してください。 

（２）愛知県ＰＦＩ導入ガイドラインに基づく、事業者選定にかかる委員会

の審議内容等を記載した「審査講評」につきましては、ホームページを

参照してください 

 

【参 考】 
 「事業者の選定及び客観的評価の結果」と「審査講評」の公表 
（１）愛知県公報掲載日：平成２２年１１月２６日（金） 
（２）閲覧の場所及び期間 

ア 場所 
愛知県企業庁水道部水道事業課 
名古屋市中区三の丸三丁目１－２（愛知県自治センター） 

イ 期間 
平成22年11月26日から平成22年12月10日まで 

（３）ホームページ掲載日：平成２２年１１月２６日（金） 
愛知県企業庁水道部ホームページ  

アドレス http://www.pref.aichi.jp/suido/ 


